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 はじめに 

  
市では，夜間における安全で円滑な道路交通の確保や，通学路，住宅地域の生活道路等におけ

る安全・安心を目的として，約１６，２００灯の街路灯を設置しています。 
 
しかし，これらの街路灯の多くは設置から２０年以上経過しており，施設の老朽化による灯具

の落下などが懸念される状況であるため，計画的な灯具等の更新が課題となっています。 
 
環境面での取組に対する社会的要請が高まる中で，街路灯についても照度の確保だけでなく，

環境負荷への低減に向けた取組が求められており，地球温暖化対策を推進し，低炭素社会を実現

するため，省エネルギー化の効果に寄与する街路灯のＬＥＤ化を進める必要があります。 
 
さらに，「水銀に関する水俣条約」の発効により，令和３年から水銀灯の製造，輸出または輸入

が禁止になる中で，高圧水銀ランプを使用した街路灯の早期の更新は必要不可欠です。 
 

市では，平成２８年度から段階的に街路灯のＬＥＤ化に取り組み，これまでに約３，０００灯

のＬＥＤ化を進めてきましたが，更なる安全・安心の確保と低炭素社会の実現に向け『街路灯Ｌ

ＥＤ化推進計画』を策定し計画的に事業を推進していきます。 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 上位計画等における位置付け 

 街路灯のＬＥＤ化の推進については，市の最上位計画である「調布市基本計画」及び，環境行

政におけるマスタープランである「調布市環境基本計画」に施策として位置付けています。 
 
2.1. 調布市基本計画（令和元(２０１９)年度～令和４(２０２２)年度） 

調布市基本計画では，安全で快適なみちづくりを施策に掲げ，人と環境にやさしい道路空間

の整備を基本計画事業として位置付けて，街路灯のＬＥＤ化事業を推進しています。 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. 調布市環境基本計画（平成２８(２０１６)年度～平成３７(２０２５)年度） 

調布市環境基本計画では，低炭素まちづくりを推進するため，省エネルギーの推進を施策に

掲げ，公共施設や事務所等における省エネルギーの推進の事業のひとつとして，街路灯のＬＥ

Ｄ化を推進しています。 

 

 本計画の目的 

本計画は，各計画で位置付けた施策を具体的に取り組むための事業計画として策定するもので

す。 

本計画に基づき， 街路灯のＬＥＤ化を推進し，安全で安心な道路環境を維持するとともに，道

路施設の計画的な更新や経常的な光熱費の削減による財政負担の軽減を図ります。また，省エネ

ルギーの推進による環境に配慮した低炭素社会の実現に向けて，取り組んでいきます。 

なお，事業の推進に当たっては，市内事業者の育成に努めるとともに，地域住民の要望にきめ

細かく対応するため，市内事業者と連携を図ります。 

  

 施策24 安全で快適なみちづくり 
   基本的取組24－2 人と環境にやさしい道路空間の整備 
   街路灯のＬＥＤ化の推進 

省エネルギーの推進による環境に配慮した低炭素社会の実現と，経常的な光 
熱費の削減による財政負担の軽減を図ることを目的として，街路灯のＬＥＤ 

化を進めます。 

 基本目標4 低炭素で循環型の社会の形成を目指し実現するまち 
   方針4-(1) 低炭素まちづくりの推進 
   施策4-① 省エネルギーの推進 
    公共施設や事務所等における省エネルギーの推進 
     街路灯のＬＥＤ化 
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 街路灯の現状 

市では，平成２８年度から街路灯のＬＥＤ化に段階的に着手しているものの，平成３０年度末

現在，ＬＥＤ化率は約２割にとどまっており，ＬＥＤ化が大きく遅れている状況にあります。  

 

4.1. 街路灯の管理数量 

市が管理している街路灯の灯具数は下記のとおりです。 
表 4.1 市の街路灯設置状況 

 
※照明区分不明とは，市台帳及び調査において照明区分が判明できなかった灯具を指す。 
※比率は，小数点以下第２位を四捨五入して表示しているため，百分率の合計が１００％に 
ならない。 
※数量欄に記載のある数値は平成３０年度末時点のもの。 
 
4.2. 必要交換灯具数 

下表に示すＬＥＤ灯以外の灯具をＬＥＤ灯に交換する必要があります。 
表 4.2 市の街路灯の設置状況内訳表 

 
※記載のある数値は平成３０年度末時点のもの。  
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  街路灯のＬＥＤ化に向けた基本方針 

街路灯のＬＥＤ化事業を計画的に推進するため，基本方針を定めます。 

 
5.1. 更新周期 

  ＬＥＤ化した街路灯の更新周期については，ＬＥＤ道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）

に基づき，１５年毎の更新を標準的な周期とします。 

 
5.2. 事業期間 

令和２年度を初年度とし，令和１２年度末までに市内全ての街路灯のＬＥＤ化を推進してい

きます。 
 
5.3. 更新の優先順位 

 水銀に関する水俣条約発効を踏まえ，水銀灯を最優先で更新し，その他の街路灯について

は，費用対効果が高い街路灯から段階的に更新を進めます。 
表 5.1 更新の優先順位（照明区分） 

 
 

5.4. 更新の考え方 

 ・既存街路灯の置き換えを原則としますが，更新に当たっては地域要望を踏まえ，照度等を確

認しながら対応いたします。 
 ・道路の新設や拡幅整備を行う場合は，ＬＥＤ灯を採用します。 
・事故・天災等による不点については，ＬＥＤ灯に交換します。  

※参考  
○ＬＥＤ道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）（平成２７年３月，国土交通省） 
ＬＥＤ道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）では，ＬＥＤ照明技術を道路・トン

ネル照明に適用する場合の基本的条件，照明設計の手法，ＬＥＤ照明灯具の技術仕様など

を示しています。また，ライフサイクルコスト算定や導入手法などの考え方を示すこと

で，道路・トンネルにおける適切な照明環境を確保しつつ，ＬＥＤ照明技術の的確で円滑

な導入を図り，道路・トンネル照明の省電力化及び維持費の低減を目的としています。 
 

ＬＥＤ道路・トンネル照明導入ガイドライン（案） におけるＬＥＤ街路灯の耐用年数等の考え方  
・ＬＥＤ照明器具の耐用年数１５年 
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 街路灯のＬＥＤ化に係る事業費 

 『街路灯のＬＥＤ化に向けた基本方針』に基づき，市内の街路灯約１６，２００灯のうち，約

１２，８００灯を令和１２年度末までに計画的に更新するため，削減された電気料金を交換費

用に充当することで，事業を推進していきます。 

 

【事業費の試算】 

  事業費については，これまでのＬＥＤ化に伴う実績を踏まえ，毎年度の事業費の平準化を念

頭に試算しました。街路灯のＬＥＤ化事業及び現状の街路灯の維持管理費用や電気料金を含む

総事業費は，１年間当たり約２億２，０００万円を想定しており，令和２年度から令和１２年

度までの１１年間で概算総事業費として約２４億３，０００万円を見込んでいます。 

  なお，街路灯のＬＥＤ化完了後の令和１３年度以降は，１年間当たり約１億５，０００万円

の総事業費で推移することを見込んでいます。 

 
 

  

図6.1 街路灯に関する総事業費推移 
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 街路灯のＬＥＤ化による整備効果 

 市内の街路灯を全てＬＥＤ化した場合，環境負荷の低減等が図られます。 
 
7.1. 電気料金額削減（試算） 

  電気料金について，平成３０年度比で約５０％の削減効果が期待されます。 
〇電気料金 
⇒平成３０年度 約８，３００万円 ⇒ 令和１２年度 約４，１００万円  

 
7.2. 温室効果ガス排出量削減（試算） 

  温室効果ガスの排出量について，平成３０年度比で約６０％の削減効果が期待されます。 
〇温室効果ガス排出量 
⇒平成３０年度 約１，５００ｔ(ＣO2) ⇒ 令和１２年度 約６００ｔ(ＣO2 ) 

 
7.3. 街路灯の長寿命化による効率的な維持管理 

  街路灯の更新周期は，現在使用している蛍光灯が約２年，水銀灯・セラミックメタルハライ

ド灯が約３年，ナトリウム灯が約６年となっています。ＬＥＤ化により更新周期が約１５年と

なり，維持管理の効率化が可能となります。 
  なお，街路灯に関する総事業費としては，令和元年度と比較して約７，０００万円の削減効

果が期待されます。 
〇灯具の長寿命化 
⇒平成３０年度 約２年～６年周期で更新 ⇒ 令和１２年度 約１５年周期で更新 
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調布市 都市整備部 道路管理課 維持管理係 

ＴＥＬ：042-481-7408 

ＦＡＸ：042-481-6800 

Ｅ-mail：douro@w2.city.chofu.tokyo.jp 

 

登録番号 

(刊行物番号) 

２０２０―４１ 


